
 

 

山江村農業委員会総会議事録 

１． 開催日時 令和６年２月９日（金）午前８時５７分から午前９時４５分 

 

２． 開催場所 山江村役場 ２階大会議室 

 

３． 出席委員（１５名） 

     農業委員       ８名 

     推進委員       ７名    

 

４． 欠席委員（なし） 

 

５． 議事日程 

  日程１ 開会 

  日程２ 会長挨拶 

  日程３ 諸般事情報告 

  日程４ 議事録署名委員の指名について 

  日程５ 議第３号 農地法第１８条第６項の規定による賃貸借等の解約の承認について 

  日程６ 議第４号 山江村農用地利用集積計画（第１次）に対する意見決定について 

  日程７ その他 

  日程８ 今後の行事 

  日程９ 閉会 

 

６． 農業委員会事務局職員 

事務局長   
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７.  会議の概要 

 

事務局長       それでは、おはようございます。皆様、ご起立お願いします。一同礼。

ご着席ください。 

           山江村農業委員会における農業委員の総数は８名であり、本日の出席

委員は８名であります。山江村農業委員会総会規則第８条の定足数に達

しておりますので、総会の成立を宣言いたします。それでは只今より令

和６年２月期の農業委員会総会を開会いたします。 

           日程２「会長挨拶」会長がご挨拶を申し上げます。 

 

会長         （会長挨拶） 

 

事務局長       次に日程３、「諸般事情報告」となっております。農業委員、農地利

用最適化推進委員におかれましては、何かございませんでしょうか。 

 

           （なしの声） 

 

事務局長       球磨郡市農業委員会協議会の研修会報告 

 

事務局長       それでは、日程４「議事」に入ります。日程４以降につきましては、

会長にて議事進行をお願いいたします。 

 

議長         はい。これより議事に入ります。まず、日程４「議事録署名委員の指

名について」山江村農業委員会総会規則第２０条第２項に規定する議事

録署名委員ですが、議長が会議において指名することとなっております

ので、私から指名をさせていただきます。今回の議事録署名委員は６番

農業委員、７番農業委員にお願いいたします。次に日程５、            

議第３号「農地法第１８条第６項の規定による賃貸借等の解約の承認に

ついて」を議題とします。事務局より議案の朗読と説明をお願いいたし

ます。 

 

事務局長       はい。それでは、議第３号について説明をいたします。総会資料の１

ページをお開きください。議第３号「農地法第１８条第６項の規定によ

る賃貸借等の解約の承認について」農地法第１８条第６項及び同法施行

規則第６６条の１項の規定により、別紙のとおり賃貸借の合意解約通知

があったので承認を求める。令和６年２月９日提出、山江村農業委員会

会長。２ページから６ページまでが解約通知書と解約申出書の写しでご

ざいます。（申請内容について説明）。８ページに地籍図を添付しており

ますけども、場所につきましては、（場所について説明）。今回の解約の

目的は農業公社を介しての使用貸借としておりましたけれども、貸し手



 

- 2 - 

の登記名義を変更する為ということでございますので、よろしくお願い

したいと思います。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんでしょうか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見がないようですので、それでは採決をいたします。

議第３号農地法第１８条第６項の規定による賃貸借等の解約について、

異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、議第３号は原案のとおり承認いたします。 

 

議長         次に日程６、議第４号「山江村農用地利用集積計画（第１次）に対す

る意見決定について」を議題とします。事務局より議案の朗読と説明を

お願いいたします。 

 

事務局長       それでは、議第４号について説明をいたします。総会資料の９ページ

をお開きください。議第４号「山江村農用地利用集積計画（第１次）に

対する意見決定について」令和６年山江村農用地利用集積計画（第１次）

を定めることについて、農業経営基盤強化促進法附則第５条第１項の規

定により、山江村長から意見を求められたので、この計画について可否

を求める。令和６年２月９日提出、山江村農業委員会会長。１０ページ

から１１ページが意見書の写し。それから、１２ページが総括表となっ

ております。１３ページの利用権の設定等状況一覧表をご覧ください。

利用権設定が記載されておりますが、農地中間管理事業（農地バンク）

を利用しており、左から賃借権の区分、貸し手、借り手の氏名が記載さ

れております。貸し手と公社は１０年、公社と借り手も１０年の契約と

なっております。借り手の経営面積、今回利用権を設定する土地の地目、
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面積等が記載されておりますのでご覧ください。なお、案件は２件で、

総面積は 3,724 ㎡でございます。１５ページは農地中間管理事業を利用

して公社を介した計画一覧となっておりまして、１３ページの詳細が記

載されておりまして、筆数、賃料が記載されておりますのでご覧くださ

い。戻っていただいて１４ページの利用権の設定等状況一覧表をご覧く

ださい。こちらにつきましては、公社を通さず相対での利用権設定とな

っており、今回申請されましたのは、新規設定が２件、再設定が３件の

５件です。案件の総面積は 2,903 ㎡でございます。合計の７件、6,627

㎡が今回の集積となります。以上でございます。 

 

議長         続きまして、賃借権の新規設定１件２筆分について事務局の説明に入

ります前に、農業委員会法第３１条「議事参与の制限」の規定に係る案

件がございます。○○農業委員が関係者となりますので、当該事案の審

議開始から終了まで退席を求めます。 

 

           （○○農業委員退席）９時０７分 

 

議長         それでは、説明をお願いいたします。 

 

事務局長       それでは、賃借権の新規設定１件２筆分について説明をいたします。

総会資料の１６ページをご覧ください。賃借権の新規設定に係る申請で

ございます。申請人に関しましては、貸し手が〇〇町の方、借り手が農

業公社を介して村内の○○方でございます。１７ページをご覧ください。

（申請内容について説明）。１８ページは賃借権設定の転貸関係の書類

となっております。期間は公社と借り手は１０年。賃借料の支払いにつ

きましては、記載のとおりでございます。１９ページから２０ページま

でに地籍図・現況写真を添付しております。現地調査につきましては、

担当の会長と担当推進委員とともに２月５日に行っております。以上で

ございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので私の方から補足説

明をいたします。 

 

議長         ２月５日９時５５分頃より、貸し手の方は来られませんでしたが、借

り手の方、○○推進委員、事務局長、○○さん、私の５名で現地調査を

行いました。場所は１９ページの地籍図の真ん中が○○であります。そ

のすぐ横の農地であります。この農地につきましては３年前の議題の中

に上がっております。その時は相対での契約でした。相対での契約が令

和６年までしかできないというふうになっておりますので、それ以降は

公社を介しての貸し借りになっておりますので今回申請が行われたと
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いう事です。２年目までは作物が作ってありましたが、昨年度につきま

しては耕作はされなかったということです。２０ページの写真を見てみ

ますとハウスが設置してありまして、ビニールが張ってあります。この

枯草を刈って植えるだけになっております。設備が整っておりますので、

植えるだけとなっております。すぐ始めるということで野菜を計画して

おられるということでした。以上です。審議の程、よろしくお願いいた

します。 

 

議長         はい。続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員から何かあ

りませんでしょうか。 

 

担当推進委員     特にございません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑

に入ります。農業委員の方、何か質疑ありませんでしょうか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見等ないようですので、それでは採決をいたします。

新規設定１件２筆分について異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件２筆分については、原案のとお

り決定いたします。 

 

（○○農業委員着席）９時１２分 

 

議長         続きまして、賃借権の新規設定１件３筆分について事務局の説明に入

ります前に、農業委員会法第３１条「議事参与の制限」の規定に係る案

件がございます。○○農業委員が関係者となりますので、当該事案の審

議開始から終了まで退席を求めます。 
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           （○○農業委員退席）９時１３分 

 

議長         それでは、説明をお願いいたします。 

 

事務局長       それでは、賃借権の新規設定１件３筆分について説明をいたします。

総会資料の２１ページをご覧ください。賃借権の新規設定に係る申請で

ございます。申請人に関しましては、貸し手が〇〇区の方、借り手が農

業公社を介して○○区の方でございます。２２ページをご覧ください。

（申請地所在について説明）。２３ページは賃借権設定の転貸関係の書

類となっております。期間は、貸し手と公社は１０年。賃借料の支払い

につきましては、記載のとおりでございます。２４ページから２５ペー

ジまでに地籍図・現況写真を添付しております。現地調査につきまして

は、担当農業委員と担当推進委員とともに２月５日に行っております。

以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので担当農業委員より

補足説明をお願いいたします。 

 

担当農業委員     はい。それでは事務局の説明が終わりましたので、私の方から補足説

明をさせていただきます。２月５日午前９時２５分頃より、出し手の方、

受け手の方、事務局長、事務局の○○さん、担当推進委員と私、で現地

調査を行いました。場所は２４ページの写真を見ていただければ分かる

と思いますけれども、（場所について説明）。現在は、借り手の方により

○○の方を作付けしておられます。これからも○○を耕作したりしてい

くということでございます。問題はないと思いますが、慎重な審議をお

願いいたします。 

 

議長         はい。続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員から何かあ

りませんでしょうか。 

 

担当推進委員     ありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑

に入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 
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           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見等ないようですので、それでは採決をいたします。

新規設定１件３筆分について異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件３筆分については、原案のとお

り決定いたします。 

 

（○○農業委員着席）９時１７分 

 

議長         続きまして、賃借権の新規設定１件１筆分について事務局の説明をお

願いいたします。 

 

事務局長       それでは、賃借権の新規設定１件１筆分について説明をいたします。

総会資料の２６ページをお開きください。賃借権の新規設定に係る申請

でございます。申請人に関しましては、貸し手は○○市の方、借り手が

○○町の株式会社の方でございます。２７ページをご覧ください。（申

請内容について説明）。賃借料の支払いにつきましてはご覧のとおりと

なっております。２８ページから２９ページまでに地籍図・現況写真を、

３０ページに調査書を添付しております。現地調査につきましては、担

当農業委員と担当推進委員とともに２月５日に行っております。以上で

ございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので担当農業委員より

補足説明をお願いいたします。 

 

担当農業委員     それでは、私の方から補足説明をさせていただきます。２月５日午前

９時より、出し手の方、受け手の方は来られなかったんですが、事務局

長、事務局の○○さん、推進委員の○○さん、それと私の４名で現地調

査を行いました。（場所について説明）。現在は○○が作付けされており、

綺麗に管理されております。問題はないと思いますが、慎重な審議をよ

ろしくお願いします。 

 

議長         はい。続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員より何かあ
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りませんでしょうか。 

 

担当推進委員     ありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑

に入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見等ないようですので、それでは採決をいたします。

新規設定１件１筆分について異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件１筆分については、原案のとお

り決定いたします。 

 

議長         続きまして、賃借権の新規設定１件１筆分について事務局の説明をお

願いいたします。 

 

事務局長       それでは、賃借権の新規設定１件１筆分について説明をいたします。

総会資料の３１ページをご覧ください。賃借権の新規設定に係る申請で

ございます。申請人に関しましては、先程と同じく○○市の方、借り手

が○○区の方でございます。３２ページをご覧ください。（申請地所在

について説明）。期間は４年と１０ヶ月。賃借料の支払いにつきまして

はご覧のとおりとなっております。３３ページから３４ページまでに地

籍図・現況写真を、それから３５ページに調査書を添付しております。

現地調査につきましては、担当農業委員と担当推進委員とともに２月５

日に行っております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので担当農業委員より

補足説明をお願いいたします。 
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担当農業委員     それでは、私の方から補足説明をいたします。２月５日午前９時１０

分頃より、出し手の方、受け手の方は来られませんでしたが、事務局長、

事務局の○○さん、担当推進委員、私、４名で現地調査を行いました。

（場所について説明）。現在は○○が作付けされており、綺麗に管理さ

れています。問題はないと思いますが、慎重な審議をよろしくお願いし

ます。 

 

議長         はい。続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員から何かあ

りませんでしょうか。 

 

担当推進委員     ありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑

に入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見がないようですので、それでは採決をいたします。

新規設定１件１筆分について異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件１筆分については、原案のとお

り決定いたします。 

 

議長         続きまして、使用貸借権の再設定１件５筆分について事務局の説明を

お願いいたします。 

 

事務局長       それでは、使用貸借権の再設定１件５筆分について説明をいたします。

総会資料の３６ページをお開きください。使用貸借権の再設定に係る申

請でございます。申請人に関しましては、貸し手は○○県の方、借り手
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は○○区の方でございます。３７ページをご覧ください。（申請地所在

について説明）。期間は５年、賃借料の支払いにつきましてはご覧のと

おりとなっております。３８ページから４０ページまでに地籍図・現況

写真を、４１ページに調査書を添付しております。今回の再設定分につ

きましては、現地調査というのを行っておりませんけれども、事務局に

おいて現地確認を行っております。（場所について説明）。現在は、果樹

や野菜などによります耕作をされております。ただ、一部の農地は令和

２年７月豪雨の水害によりまして、仮復旧で砂利敷きに埋め立てられた

状態でございまして、現在、作物は耕作されておりません。しかしなが

ら、今後、復旧が完了し農地として利用される予定と聞いておりますの

で、適切な管理がなされるものと判断しました。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

６番農業委員     はい。 

 

議長         はい。６番農業委員。 

 

６番農業委員     この砂利を敷いているところの改修の目途というのは、どのくらいの

期間でしょうか。 

 

事務局長       ちょっと私もそこは確認しておりませんけれども、基本的に再設定で

したので、今回、５年契約が切れたということで、今回その借りられる

方が以前も借りられていて、管理をしてくださいということでですね、

お願いをされているということです。ただ、今言いましたとおり、期間

の方がはっきりとしておりません。当然ですね、期間がもしかするとい

つ頃なのか、延びる可能性もありますけれども、この状態であるかもし

れないというような状況でもありますので、そうした場合は所有者の方

にですね、地目変更といいますか非農地も含めて意向をですね、確認を

する必要があるかというふうに事務局では思っております、というとこ

ろではございます。 

 

議長         よろしいでしょうか。 

 

６番農業委員     はい。 

 

議長         他にございませんか。 

 

           （なしの声） 



 

- 10 - 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見がないようですので、それでは採決をいたします。

再設定１件５筆分について異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、再設定１件５筆分については、原案のとおり

決定いたします。 

 

議長         続きまして、使用貸借権の再設定１件２筆分について事務局の説明を

お願いいたします。 

 

事務局長       それでは、使用貸借権の再設定１件２筆分について説明をいたします。

総会資料の４２ページをお開きください。使用貸借権の再設定に係る申

請でございます。これにつきましても申請人に関しましては、貸し手は

○○県の方、借り手は○○区の方でございます。４３ページをご覧くだ

さい。（申請地所在について説明）。期間は５年、賃借料の支払いにつき

ましてはご覧のとおりとなっております。４４ページから４５ページま

でに地籍図・現況写真を、４６ページに調査書を添付しております。今

回も再設定ということでございまして、現地立会いを行っておりません。

事務局において現地確認を行っております。現地は、先程と同じ案件の

近くにあります山つきの農地でございます。野菜栽培などによります耕

作をされており、適切な管理がなされていると判断しました。以上でご

ざいます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見ございませんか。 
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           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見がないようですので、それでは採決をいたします。

再設定１件２筆分について異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、再設定１件２筆分については、原案のとおり

決定いたします。 

 

議長         続きまして、使用貸借権の再設定１件２筆分について事務局の説明を

お願いいたします。 

 

事務局長       それでは、使用貸借権の再設定１件２筆分について説明をいたします。

総会資料の４７ページをご覧ください。使用貸借権の再設定に係る申請

でございます。申請人に関しましては、貸し手が〇〇県の方、借り手が

○○区の方でございます。４８ページをご覧ください。（申請地所在に

ついて説明）。期間は５年、賃借料の支払いにつきましてはご覧のとお

りとなっております。４９ページから５０ページまでに地籍図・現況写

真を、５１ページに調査書を添付しております。再設定につきましては、

現地調査を行っておりませんので、事務局において現地確認を行ってお

ります。現地は、先程の案件の近くの農地でございまして、野菜栽培な

どを耕作されており、適切な管理がなされていると判断しております。

以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 
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           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見がないようですので、それでは採決をいたします。

再設定１件２筆分について異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、再設定１件２筆分については、原案のとおり

決定いたします。 

 

議長         次に入ります前に、事務局の方で資料を取りに行ってますので、戻っ

てくるまでしばらく休憩いたします。よろしくお願いいたします。 

 

           休憩（９時３５分） 

 

           再開（９時３６分） 

 

議長         次に日程７「その他」となっております。事務局より連絡をお願いい

たします。 

 

事務局長       〇ホームページ用議事録について 

           〇活動記録表について 

           〇農地最適化推進ブロック別研修会 

 

○○推進委員     すみません。「でんえん」の広報でですね、今年度新しく新任された

方とか新体制の部分でコメントがいりますので、前回なった方のコメン

トを参考にしてですね、２～３行でいいと思いますので、できれば今日

中、今ここで書いてもらえば、まとめやすいなと。いろいろ行事があっ

て帰られる方は私が取りに行きます。よろしくお願いします。 

 

議長         それでは次に日程８「今後の行事」に移ります。事務局より説明をお

願いいたします。 

 

事務局長       今後の行事について説明。 

 

議長         ただいまの件につきましてはまた、総会が終了した後でもよろしいで

すので皆さんのご意見をうかがいたいと思います。 

 

議長         それでは日程９「閉会」に移ります。 

          以上を持ちまして、農業委員会２月期総会を閉会いたします。どうも、
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お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6 年 2 月 9 日(金)午前 9 時 45 分終了 

 

                        議長             

 

                        委員             

 

                        委員             


